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はじめに  

 
我が国においては、少子高齢化が急速に進行する中、健康で安心できる国民生活

を確保していくためには、これを下支えする医療、介護、福祉、年金など社会保障

制度が適正かつ効果的に機能することが強く求められており、各分野では、不断の

制度見直しが行われております。 

四国厚生支局は、平成１３年１月の中央省庁の再編の際に社会保障政策を推進す

る厚生労働省のブロック行政機関の一つとして創設されました。 

発足以来、厚生労働省の各種行政事務の移管を受けて順次組織改正がなされ、現

在、香川本局と他の三県を管轄する事務所を設置し、健康福祉と麻薬取締に加え、

良質な医療サービス確保のための行政を展開しております。  

また、平成２２年１月には、社会保険庁の廃止及び日本年金機構の発足に伴い組

織を大きく再編し、年金関連業務を含めた地域総合ブロック行政機関として新たな

スタートを切りました。 

本書は、関係の皆様方に四国厚生支局の業務への理解を深めていただく一助にな

ればとの思いで、平成２１年度に当支局が実施した業務実績や関係資料をとりまと

めたものです。 

四国厚生支局は、地域の皆様の健康と生活の質の向上のために、厚生労働省の政

策実施機関としての役割を全うすべく、今後とも業務改善や効率化に積極的に取り

組んでまいります。 

 

平成２３年２月 

四国厚生支局長 

 

                         坂本 耕一 
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【第Ⅰ章 四国厚生支局の概要】  

 

１ 沿  革  

平成１３年１月６日に中央省庁等改革基本法により、厚生省と労働省が

統合し、厚生労働省が設置され、併せて地方支分部局についてもブロック

単位で統合化することにより国の行政組織のスリム化、効率化を図ること

とされたことから、従来から設置されていた地方医務（支）局と地区麻薬

取締官事務所を統合して、全国に８カ所地方厚生（支）局が設置されまし

た。 

新しく発足した四国厚生支局の分掌する事務については、従来の四国地

方医務支局及び四国地区麻薬取締官事務所の所掌事務に加え、厚生労働省

から社会保険に関する指導監督の業務等も新たに所掌に加わることとなり

ました。 

   ［本省から移管された事務］ 

    ○医師等の国家試験に関する業務 

    ○国保の保険者・国保連合会の監督 

    ○健康保険組合、厚生年金基金、国民年金基金等の監督 

   ［旧地方医務局、旧地区麻薬取締官事務所の事務］ 

    ○国立病院及び国立療養所に関する事務 

    ○麻薬等の取締に関する事務 

また、組織については、麻薬取締部、総務課、社会保険課、経営指導課、

企画調整課、職員課の１部５課体制となり、大幅な組織改正が図られまし

た。 

その後、補助金の移管に伴い平成１５年４月に組織細則が改められ総務

課に助成第１係、助成第２係が設置されました。 

平成１６年４月、旧地方医務（支）局が所管していた国立病院等に関す

る事務が独立行政法人国立病院機構に引き継がれた結果、経営指導課、職

員課、企画調整課が廃止されました。 

また、新たに保健衛生、福祉関係補助金等の執行を行う保健福祉課が新

設され、翌年には同課に養成施設の指導監督等の業務も新たに移管されま

した。 

平成２０年１０月１日には社会保険庁改革に伴い、これまで社会保険  

事務局において実施されてきた保険医療機関・保険薬局に対する指導監  

査等の事務が移管され、四国厚生支局の組織を再編し、医療法・健康保  

険法を含む総合的な医療行政を推進等することとなり、管理課・医療指  

導課・指導監査課及び各所在県内において、保険医療機関等に対する指  

導監査等を実施する各県事務所（香川県を除く）が設置されました。  

さらには、四国厚生支局の総合企画調整、医療構造改革推進等を担当す

る企画調整課の新設、保健福祉課から健康福祉課への名称変更がされまし

た。 

また、平成２２年１月には社会保険事務局において実施されてきた年 

金関係業務等の移管といった組織再編がされ、年金管理課等の設置及び 

医療指導課から医療課へ名称変更がされ、現在の体制となっております。 

なお、当局の管轄区域は、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県の４県と

なっています。 
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２ 組   織  
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支 局 長 

麻 薬 取 締 部 長 
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３ 所 在 地  

 

○高松サンポート合同庁舎  

〒760-0019  香川県高松市サンポート３番３３号  

高松サンポート合同庁舎４階  

交通機関  ＪＲ高松駅 徒歩３分 

     四国厚生支局ホームページ  http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/ 

     麻薬取締官ホームページ   http://www.nco.go.jp/ 

所属部署 電話番号 FAX番号 

 総務課・企画調整課  087-851-9565 087-822-6299 

 管理課 087-851-9501 087-822-6303 

 医療課 087-851-9502 087-822-6303 

 指導監査課 087-851-9593 087-823-8159 

 麻薬取締部 

(「麻薬･覚せい剤」相談電話) 

048-811-8910 

(087-823-8800) 

087-823-8810 

      

○高松シンボルタワー  

〒760-0019  香川県高松市サンポート２番１号  

高松シンボルタワー９・１０階  

交通機関  ＪＲ高松駅 徒歩３分 

 ９階 

所属部署 電話番号 FAX番号 

 健康福祉課      087-851-9566       087-851-9508 

  １０階 

所属部署 電話番号 FAX番号 

 保険年金課 087-851-9562 087-822-9577 

 年金管理課 087-851-9510 087-851-9512 

 社会保険審査官  087-851-9510 087-851-9512 

 

[県事務所] 

 

徳  島 

事務所 

住  所 〒770-0831   徳島県徳島市寺島本町西1－7－1 

       日通朝日徳島ビル5階 

 交通機関   ＪＲ徳島駅 徒歩２分 

 電話番号  088-602-1386 FAX番号 088-602-1672 

 

愛  媛 

事務所 

  住  所 〒790-0005  愛媛県松山市花園町3－21 

       朝日生命松山南堀端ビル7階 

 交通機関   ＪＲ松山駅 徒歩15分・伊予鉄南堀端駅 徒歩2分 

 電話番号  089-986-3156 FAX番号 089-986-3162 

 

高  知 

事務所 

  住  所 〒780-0870  高知県高知市本町1－1－3 

            朝日生命高知本町ビル9階 

 交通機関   ＪＲ高知駅 徒歩15分・土佐電鉄堀詰駅 徒歩1分 

 電話番号  088-826-3116 FAX番号 088-826-3112 
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 ４ 主な業務  

 

（総務課） 

・四国厚生支局の総務、会計等に関すること  

・四国厚生支局職員の人事、給与、研修、共済等に関すること  

・各種国家試験に関すること  

国家試験の種類 

医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、 

理学療法士、作業療法士、薬剤師 

 

・四国厚生支局が保有する行政文書の情報公開等（ただし、管理課業務部

分は除く。）に関すること 

・中小企業等協同組合の設立認可等に関すること  

 

（企画調整課） 

・四国厚生支局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関

すること 

・医療構造改革の推進に関すること 

・四国地方社会保険医療協議会の運営に関すること 

・医療安全に関する取組の普及・啓発（診療関連死の調査等に限る）に関

すること 

 

（年金管理課） 

・日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること 

・日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職

員の認可に関すること 

・日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関する

こと 

・日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること 

・日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果

の報告に関すること 

・日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権

限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった

場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること 

・前記に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関する

こと 

・社会保険労務士に関すること 

・年金委員に関すること 

・政府が管掌する国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険

の事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること 

・国民年金法第１０９条の２第１項に規定する学生納付特例事務法人の指

定及び監督に関すること 

・国民年金法第１０９条の３第１項に規定する保険料納付確認団体の指定

及び監督並びに同条第３項の規定による情報提供に関すること 
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・政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業

者団体その他の関係者との連絡調整に関すること 

 
（健康福祉課） 

・保健衛生、福祉関係補助金等の執行に関すること  

補助金等の種類  

結核医療費国庫負担（補助）金、原爆被爆者健康診断費交付金、原爆被

爆者手当交付金、原爆被爆者葬祭料交付金、保健衛生施設等施設整備費国

庫補助金、保健衛生施設等設備整備費国庫補助金、保健衛生施設等災害復

旧費国庫補助金、児童扶養手当給付費国庫補助金、特別児童扶養手当事務

取扱交付金、特別障害者手当等給付費国庫負担金、婦人保護費国庫負担

（補助）金、児童入所施設措置費等国庫負担金、保育所運営費国庫負担金、

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金、社会福祉施設等災害復旧費国庫補

助金、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、地域介護・福祉空間整

備推進交付金、次世代育成支援対策施設整備交付金 

 

・各種養成施設等の指定及び監督に関すること 

・民生委員等の委嘱等事務に関すること 

・医療安全の普及・啓発に関すること 

 

（保険年金課） 

・健康保険組合、厚生年金基金、国民年金基金の認可、指導監督に関する

こと 

・確定拠出年金（事業主に係るものに限る）、確定給付企業年金の承認、

指導監督に関すること 

・全国健康保険協会支部の指導監督に関すること 

 

（管理課） 

・医療サービスの指導業務に係る総合調整及び情報管理に関すること 

・国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会に対する指導に関す

ること 

・後期高齢者医療広域連合の指導及び社会保険診療報酬支払基金支部の監

督に関すること 

 

 

（医療課） 

・支局事務所等が行う指導監督事務の指導及び監督管理に関すること 

・保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者そ

の他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、特定

事項に関する監督 

 

（指導監査課） 

・香川県内の健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高

齢者医療制度に係る療養に関する監督 
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・香川県内の保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看

護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督、施設基準等の

申請・届出事務に関すること 

・香川県内の柔道整復師の施術に係る受領委任契約等の締結・登録事務等

に関すること 

・四国地方社会保険医療協議会香川部会の運営に関すること 

 

（県事務所） 

・所在県内の健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高

齢者医療制度に係る療養に関する監督 

・所在県内の保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看

護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督、施設基準等の

申請・届出事務に関すること 

・所在県内の柔道整復師の施術に係る受領委任契約等の締結・登録事務等

に関すること 

・所在県に置かれる四国地方社会保険医療協議会部会の運営に関すること 

 

 

○麻薬取締部 

・麻薬、覚せい剤等の取締り等及び薬物乱用防止の普及・啓発に関する 

こと 

・薬物等に関する相談  

 

○社会保険審査官 

・被保険者資格に関する処分決定に係る不服申立の審査請求の対応に関す

ること 

・標準報酬に関する処分決定に係る不服申立の審査請求の対応に関する 

こと 

・保険給付に関する処分決定に係る不服申立の審査請求の対応に関する 

こと 

・国民年金の保険料に関する処分、その他国民年金法の規定による徴収金

に関する処分決定に係る不服申立の審査請求の対応に関すること 
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【第Ⅱ章 業務の概要及び実績等】 

 

１ 総務課 

（１）国家試験について 

①業務概要 

四国厚生支局においては９種類（医師、助産師、保健師、看護師、診療放射線技

師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、薬剤師）の国家試験業務を担当して

います。 

（ア）試験会場の確保 

（イ）出願書類のチェック（受験資格審査、受験番号採番） 

（ウ）試験の実施（試験会場確保、監督員の配置、試験の進行、不正行為の防止） 

（エ）合格発表 

国民の生命に直接影響を与える医療職種の資格取得に関わるものであり、公共性

の高い業務です。 

②業務実績 

試験の種類 
試 験 日 

（平成２２年） 
試験会場 

受験者数 合格率 

（名） （％） 

第１０４回医師 ２月１３日(土) 高松市市民文化センター   (89.2) 

  ２月１４日(日)   508 91.1 

  ２月１５日(月)       

第９３回助産師 ２月１８日(木) 高松市市民文化センター   (83.1) 

      47 93.6 

第９６回保健師 ２月１９日(金) 高松市市民文化センター   (86.6) 

      664 91.1 

第９９回看護師 ２月２１日(日) 高松市市民文化センター   (89.5) 

    高松大学 2,940 83.2 

    高松南高等学校     

第５６回臨床検査技師 ２月２４日(水) 高松市市民文化センター   (67.8) 

      284 70.1 

第６２回診療放射線技師 ２月２５日(木) 高松市市民文化センター   (80.0) 

      92 93.5 

第４５回理学療法士 ２月２８日(日) 高松市市民文化センター   (92.6) 

      612 91.5 

第４５回作業療法士 ２月２８日(日) 高松市市民文化センター   (82.2) 

      385 76.4 

第９５回薬剤師 ３月６日(土) 徳島文理大学   (56.4) 

  ３月７日(日)   157 46.5 

合格率の（   ）は全国平均 
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（２）中小企業等協同組合について 

①業務概要 

実施する事業が厚生労働大臣の所管する法律に属するもので、四国内に主たる事

務所を有する中小企業等協同組合の監督に関する業務を行っています。 

（ア）設立認可 

（イ）定款変更認可 

 

②業務実績 

平成２１年度定款変更認可件数・・・・・７件 

 

（３）研修について 

職員の資質向上のため、人事院等が実施する外部研修に積極的に参加させています。 

また、講師を招聘しての支局内研修も計画しています。 

 

①業務実績 

研 修 名 期   間 主 催 
参加

者数 

新採用職員研修 平成２１年４月８日～４月１０日 人事院四国事務局 ２名 

健康安全管理担当者 

研修会 
平成２１年６月１６日 人事院四国事務局 １名 

メンター養成研修 平成２１年７月３１日 人事院四国事務局 １名 

評価能力向上研修 

《ロールプレイ編》 
平成２１年８月２７日 人事院四国事務局 １名 

心の健康づくりの研修 平成２１年９月１日 人事院四国事務局 １名 

評価能力向上研修 

《応用編》 
平成２１年９月１８日 人事院四国事務局 １名 

中堅係員研修 平成２１年１０月５日～１０月９日 人事院四国事務局 １名 

苦情相談担当官研修 平成２１年１０月２１日 人事院四国事務局 １名 

係長研修 平成２１年１１月９日～１１月１３日 人事院四国事務局 １名 

生涯設計セミナー 平成２１年１１月２５日～１１月２６日 人事院四国事務局 １名 

行政管理・評価セミナー 平成２１年１２月１日 四国行政評価支局 １名 

幹部行政官セミナー 平成２１年１２月８日 人事院四国事務局 １名 

管理監督者研修 平成２２年１月２７日～１月２９日 人事院四国事務局 １名 
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（４）特例民法法人の指導及び監督について 

①業務概要 

社会保険庁の廃止に伴い移管された、特例民法法人（従来の公益法人）について、

適切な事業が行われるよう指導監督などを行っています。また指導監督基準に適合

した管理運営が行われているかどうか調査するため、３年に一度立入検査を実施し

ています。 

 

なお、平成２１年度は対象法人が無いため、立入検査は実施していません。 

 

四国管内の特例民法法人（７法人） 

県 名 法人数 特 例 民 法 法 人 名 

香 川 県 ２法人 （財）香川県社会保険協会、（社）香川県年金福祉協会 

徳 島 県 １法人 （財）徳島県社会保険協会 

高 知 県 ２法人 （財）高知県社会保険協会、（社）高知県年金福祉協会 

愛 媛 県 ２法人 （財）愛媛社会保険協会、（社）愛媛県年金福祉協会 

計 ７法人  
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（５）国有財産の管理及び処分について 

①業務概要 

四国厚生支局では、社会保険庁の廃止に伴い平成２２年１月より四国管内１３ヶ

所の国有財産の引継ぎを受け、これら国有財産の管理及び処分を行っております。 

 

社会保険庁から引き継いだ国有財産一覧 

県 物 件 名 所 在 地 

徳

島

県 

西麻植職員宿舎 

 

徳島県吉野川市鴨島町西麻植字麻植市 

１４３－３ 

藍住職員宿舎 

 

徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前 

８０－８ 

香

川

県 

坂出船員保険保養所 

 

香川県坂出市入船町1－２－３１ 

 

 

愛 

 

媛 

 

県 

今治社会保険事務所（上徳）公

務員宿舎 

愛媛県今治市上徳字的場甲３０４－１ 

宇和島社会保険事務所（丸穂）

公務員宿舎 

愛媛県宇和島市丸穂町１丁目甲 

２９０－１ 

松山社会保険事務所（西長戸）

公務員宿舎 

愛媛県松山市西長戸町字町田２４９－１ 

内子船員保険保養所 

 

愛媛県喜多郡内子町内子３６８２ 

 

 

 

高 

 

知 

 

県 

耐火書庫 

 

高知県高知市丸の内１－２－２０ 

保険課長宿舎 

 

高知県高知市塩田町６－８ 

福井一般職員宿舎 

 

高知県高知市福井町２２６９－２８ 

高知社会保険事務所長宿舎 

 

高知県高知市福井東町２４３－１１ 

 

厚生年金高知リハビリテーショ

ン病院朝倉医員宿舎 

高知県高知市朝倉本町２－５８９－２ 

瀬戸一般職員宿舎 

 

高知県高知市瀬戸西町３－１１１ 

   ※徳島県（２物件）、香川県（１物件）、愛媛県（４物件）、高知県（６物件）＝合計１３物件 



 

11 

 

２ 企画調整課 

 

（１）四国厚生支局の再編成について 

①業務概要 

平成２０年１０月より、社会保険庁改革に伴い、それまで社会保険事務局にお

いて実施されてきた保険医療機関・保険薬局等に対する指導監査業務等が地方厚

生（支）局に移管されるとともに、医療法、健康保険法等を含む総合的な医療行

政の推進を図るため各地方厚生（支）局の再編が行われました。 

また、平成１９年６月に成立した「日本年金機構法」により、公的年金に係る

財政責任・運営責任は国が担いつつ、事業運営に関する業務を「日本年金機構」

が行う事とされた事から、平成２２年１月の「日本年金機構」の設立に伴い、社

会保険事務局で行っていた一部の年金関係業務等が地方厚生（支）局に移管さ

れ、再編が行われました。 

 

②業務実績 

四国厚生支局では、平成２２年１月の年金関係業務等の移管が円滑に行われる

よう、平成２１年５月～６月にかけて管内の社会保険事務局に対し年金関係業務

に係るヒアリングを実施し、平成２１年７月より「四国厚生支局組織再編ＰＴ」

のもとに管内社会保険事務局の年金関係業務担当者をメンバーに加えた「四国厚

生支局年金関係業務等検討会議」を設置し、組織再編後における各業務の実施体

制等の整備に関すること、社会保険事務局からの引継に関すること、年金関係業

務に係る交付金の交付等業務に関すること及び保険者が行った行政処分に対する

審査請求に係る業務に関すること等について、企画立案及び調整等を行ってきま

した。 

なお、平成２２年１月の再編以降についても、年金関係業務関連で企画調整課

は当分の間、「年金管理課」の業務に係る調整等の補助を行っていくこととな

り、年金管理課と協力して平成２２年１月に管内各市町村（９５市町村）に対

し、各県において「年金関係業務等説明会」を実施しました。 

社会保険庁

全国健康保険協会
（平成２０年１０月～）

地方厚生(支)局

平成２０年１０月～

・保険医療機関等に対する

指導監査

・社会保険診療報酬支払基

金支部の指導監督 等

平成２２年１月～

・日本年金機構が行う業務

に係る指導監督

・国民年金事務取扱交付金

に係る審査事務

・社会保険審査官事務 等

日本年金機構
（平成２２年１月～）

都道府県

医師会

歯科医師会

薬剤師会

市 町 村

医療保険

保険者事務

保険医療機関

指導監査等

公的年金の

運営業務

平成２０年１０月

平成２０年１０月

連携

連

携

廃 止
(平成２１年１２月末)

平成２２年１月

連携
平成２２年１月

連携

公的年金の財政

責任・運営責任

（国が引き続き

行うべき業務）

連

携
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（２）四国地方社会保険医療協議会総会について 

①業務概要 

社会保険医療協議会法（昭和２５年法律４７号）等の改正に基づき、平成２０

年１０月から四国厚生支局に「四国地方社会保険医療協議会」が設置され、所掌

事務として、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消、保険医及び保険

薬剤師の登録の取消等について、厚生労働大臣（四国厚生支局長へ委任）の諮問

に応じて審議・答申するほか、自ら建議する事ができると定められています。 

審議内容により「保険医療機関及び保険薬局の指定の取消し並びに保険医及び

保険薬剤師の登録の取消し」などを審議する「総会」と「保険医療機関及び保険

薬局の指定（総会の事務事項を除く）」を審議する「部会」で構成され、委員定

数はそれぞれ２０名と８名となっています。 

「総会」の委員構成は支払側委員７名（保険者（３）、被保険者（３）、事業

主を代表する委員（１））と診療側委員７名（医師（５）、歯科医師（１）、薬

剤師を代表する委員（１））が、保険契約の両当事者として協議し、公益委員６

名（公益を代表する委員）が両者を調整して合意を得るという三者構成となって

います。 

企画調整課は「総会」の庶務を担当しており、具体的には四国地方社会保険医

療協議会会長及び各委員への日程調整、各委員への総会開催前後での事務手続き

等のほか、毎年１０月の任期満了（任期２年、毎年委員の半数が改選）に伴う委

員改選の調整及び申請手続き等を行っています。 

 

②業務実績 

平成２１年度における四国地方社会保険医療協議会総会の開催状況について

は、以下の通り。 

 

平成２１年 ９月２５日 第１回総会開催 

（審議案件：保険医療機関の指定取消及び 

保険医登録取消   各１件） 

 

平成２１年１０月２３日 第２回総会開催 

（審議案件：保険医療機関の指定取消及び 

保険医登録取消   各２件） 

  

平成２１年１２月 ４日 第３回総会開催 

（審議案件：保険医療機関の指定取消及び 

保険医登録取消   各１件） 

 

平成２２年 ２月２３日 第４回総会開催 

（審議案件：保険医療機関の指定取消及び 

保険医登録取消   各１件） 
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（３）医療構造改革について 

①業務概要 

国民皆保険を維持し、将来にわたって維持可能な医療保険制度を構築するため

には、治療を重視した医療から、疾病の予防を重視した保健医療への転換を図る

とともに、医療提供体制、医療保険制度等の在り方等にまで踏み込んだ見直しを

行うなど、抜本的な医療構造改革が必要です。 

平成１８年６月に成立した医療構造改革関連法は、これらのために制度的改正

が必要な内容を盛り込んだものであり、今後数年をかけて段階的に実施すること

としています。 

医療構造改革に係わる県の役割としては、地域の実情を踏まえた医療費適正化

計画の策定及び関連する三計画（健康増進計画、医療計画、介護保険事業支援計

画）の見直しを総合的・一体的に進めるとともに、各種施策のコーディネート、

様々な関係者との調整等を果たしていくことが求められています。 

四国厚生支局においては、管内県に対して、制度の円滑かつ適切な実施が行わ

れるよう必要な助言、指導等を行っています。 

 

②業務実績 

 ア 医療費適正化計画（平成２０年度策定計画） 

都道府県が策定する医療費適正化計画においては、国の定める参酌標準に

即して医療費適正化のための目標を定め、その実現に向けた施策を明らかに

する必要があることから、管内県に対する各種の情報提供等を行いました。 

 

 イ 健康増進計画（平成２０年度策定計画） 

特定健診及び特定保健指導の実施率、メタボリック症候群の改善に向けた

目標等を定めて必要な施策を講じるよう、管内県に対する各種の情報提供等

を行いました。 

 

 ウ 医療計画（平成２０年度策定計画） 

４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）及び５事業（救急医療、

災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療）について、関係者と協議の

上、地域の医療連携体制を構築し、地域の実情に応じた各医療機関の機能分

担及び連携の状況を医療計画に明らかにした上で必要な施策を講じるよう、

管内県に対する各種の情報提供等を行いました。 

 

 エ 介護保険事業支援計画（平成２１年度策定計画） 

療養病床再編等を踏まえつつ、地域実情に応じた第４期介護保険事業支援

計画が策定されるよう、管内県に対する各種の情報提供等を行いました。 
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（４）医療安全（診療関連死）について 

①業務概要 

医療の安全の確保は、国民が安心して健康に暮らす上で欠かすことができない

ものです。 

一方、医療事故は相次いで発生しており、場合によっては死亡などの不幸な結

果につながるものもあり、我が国の医療政策上の重要課題です。 

厚生労働省においては、医療の安全を確保するため、有識者からなる検討会の

開催や国民の皆様からの意見を踏まえながら医療事故を調査・評価する仕組みに

ついて検討しています。 

 

②業務実績 

 ア 平成２１年５月２０日～５月２７日の間、各県庁担当課、大学医学部付属

病院の関係機関に対し医療安全の連携強化として訪問し制度に係る説明・

協力依頼を行い、平成２１年９月１８日香川県看護協会にも同様に行った。 

 イ 平成２１年１０月２０日、平成２１年１２月１５日のモデル事業（医療の

質と安全を高めていくため、診療行為に関連した死亡の調査、解剖、事案調

査を実施し、因果関係及び再発防止策を総合的に検討する）岡山地域事務局

評価委員会へオブザーバーとして参加した。 

 ウ 平成２１年１２月９日～１０日開催の「医療安全に関するワークショッ

プ」において、医療関係者等に現状の制度の考え方等の説明を行った。 

 エ 平成２２年２月１１日に開催のモデル事業「岡山地域事務局地域評価結果

説明会」へオブザーバーとして参加した。 
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（５）四国東南海・南海地震対策連絡調整会議について 

①業務概要 

四国東南海・南海地震対策連絡調整会議は、四国管内の防災関係機関が実施す

る東南海・南海地震対策について、情報の共有及び施策の連携・調整を図ること

を目的に会員機関２６機関、オブザーバー機関８機関から構成される会議であ

り、四国厚生支局は同会議のプロジェクトのうち「広域的な救急医療体制に関す

る課題の抽出」を担当しています。 

企画調整課は、平成２０年度より同会議への出席並びに「広域的な救急医療体

制に関する課題の抽出」プロジェクトに係る検討会（平成２０年度までは勉強

会）の運営を行っています。 

 

②業務実績 

平成２１年１０月２７月に検討会を開催し、国、四国４県の調整が必要と思わ

れる事項について協議を行い、翌年の平成２２年３月に検討会にて出された課題

等を取りまとめ、同年３月１８日に開催された四国東南海・南海地震対策連絡調

整会議にて、「広域的な救急医療体制に関する課題の抽出」プロジェクトの中間

とりまとめを発表しました。 

また、同日付で、支局より上記中間とりまとめを厚生労働省医政局を通じて内

閣府、中央防災会議等へ提出しました。（四国東南海・南海地震対策連絡調整会

議の庶務担当である四国地方整備局災害対策室からも内閣府、中央防災会議等へ

当該中間とりまとめを提出するよう依頼。） 

    

   

四国東南海・南海地震対策連絡調整会議

【設立主旨】

国や地方公共団体の防災関係機関
が実施するハード対策やソフト対策
を連携、調整し、より計画的、効果
的に実施することにより、いつ起こ
るかもしれない東南海・南海地震に
よる被害を軽減し、被災後において
も速やかな対応、復旧ができること
を目的として、四国地方整備局を事
務局として本会議を設立しました。

【検討項目】

部会名 検討項目

情報共有
地震・津波情報の収集、伝達方法

地震発災後の被災情報の収集、共有

広域連携
防災対策基盤整備の効果的な推進

応急復旧活動における広域連携

津波対策 沿岸地域における地震・津波対策

演習・広報
（幹事会）

広域合同演習・広報

四国管内の防災関係機関が実施する東南海・南海地震対策につい
て、情報共有及び施策の連携・調整を図るものである。

■ 連絡調整会議会員

四国管区警察局長、四国総合通信局長、四国財務局長、四国厚生
支局長、中国四国農政局長、四国経済産業局長、四国地方整備局長、
四国運輸局長、大阪航空局長、中国四国環境事務所高松事務所長、
国税庁高松国税局長、林野庁四国森林管理局長、気象庁高松地方
気象台長、海上保安庁第五管区海上保安本部長、第六管区海上保安
本部長、陸上自衛隊第１４旅団長、原子力安全・保安院中国四国
産業保安監督部四国支部長、国土地理院四国地方測量部長、徳島県
危機管理局長、香川県防災局長、愛媛県県民環境部長、
高知県危機管理部長、徳島県警察本部長、香川県警察本部長、愛媛
県警察本部長、高知県警察本部長

■ オブザーバー機関

日本銀行高松支店、西日本高速道路㈱四国支社、四国電力㈱、四国旅客
鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱四国支店、西日本電信電話㈱愛媛支店、
㈱ＮＴＴドコモ四国、全国消防長会四国支部

四国東南海・南海地震対策連絡調整会議

情報共有
部 会

広域連携
部 会

津波対策
部 会

幹事会

事 務 局 四 国 地 方 整 備 局

〔※課題に応じて専門部会を設置〕

２６機関

８機関
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３ 年金管理課 

 

平成２２年１月に社会保険庁が廃止され、同時に日本年金機構（以下「機構」とい

います。）が設立されたことに伴い、公的年金制度は、厚生労働大臣が財政責任・管理

運営責任を負いつつ、一連の業務運営は機構が実施しています。 

機構では、厚生労働大臣の直接的な監督の下、社会保険庁が行っていた公的年金の

適用や保険料の徴収、年金に関する相談や年金の決定を行っていますが、年金に関す

る事務に関して、行政が行う必要があるとされた次の業務について、年金管理課が所

掌することとなりました。 

 

（１）日本年金機構の徴収職員及び収納職員の認可 

①業務概要 

事業主の方が納める厚生年金保険等の保険料や自営業の方などが納める国民

年金保険料（以下「保険料」といいます。）の収納事務については、機構注1の

「収納職員」に行わせることができる旨の規定や、また、その保険料が納付さ

れない場合の滞納処分については、機構の「徴収職員」に行わせることができ

る旨の規定が関係法令に設けられています。 

この「徴収職員」及び「収納職員」の任命は機構理事長が行いますが、その

任命に当たっては、事前に厚生労働大臣の認可が必要とされており、認可の権

限は地方厚生（支）局長に委任されています。 

四国厚生支局では、機構四国ブロック本部注２から各年金事務所注2等に配置す

る「徴収職員」及び「収納職員」について認可申請があった場合、当該申請の

審査と認可を行っています。 

 

（注1）機構の組織は、本部が東京、年金事務所（旧社会保険事務所）が全国に

312ヶ所、年金事務所の管理・支援等を行うブロック本部が北海道、宮

城、埼玉、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡に設置されています。 

（注2）四国に設置されている四国ブロック本部及び各年金事務所の所在地につ

いては、「第Ⅲ章 資料編」をご覧下さい。 

 

②業務実績 

平成２２年１月から３月までの間（以下「平成２１年度」といいます。）にお

ける徴収職員及び収納職員の認可実績は、次表のとおりです。 

平成21年度実績 

認可内容 認可人数 

徴収職員の認可 151名 

収納職員の認可 157名 

計 308名 

   （注）徴収職員として認可した者については、同時に収納職員としても認可しています。 

 

 

 

 

 



 

17 

 

（２）日本年金機構が行う滞納処分等の認可 

①業務概要 

機構が保険料を滞納している厚生年金保険等の適用事業所や国民年金の被保

険者に対し滞納処分や財産調査を行う場合は、事前に厚生労働大臣の認可が必

要とされており、認可の権限は地方厚生（支）局長に委任されています。 

四国厚生支局では、機構本部（通常分注1）及び各年金事務所（緊急分注2）か

ら認可申請があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 

 

（注1）毎月一定の時期を定めて行われ、機構本部から一括して認可申請される

分です。 

（注2）事業の廃止や破産等で急を要するため、各年金事務所から個別に認可申

請される分です。 

 

②業務実績 

平成２１年度における滞納処分等の認可実績は、次表のとおりです。 

平成21年度実績 

認可内容 認可件数 

滞納処分等の認可（通常分） 13,420件 

滞納処分等の認可（緊急分） 5件 

計 13,425件 

 

 

（３）日本年金機構が行う立入検査等の認可 

①業務概要 

機構が行う厚生年金保険等の未適用事業所への加入指導・立入検査又は適用

事業所への事業所調査（以下「立入検査等」といいます。）については、あらか

じめ厚生労働大臣の認可が必要とされており、認可の権限は地方厚生（支）局

長に委任されています。 

四国厚生支局では、機構四国ブロック本部から各年金事務所分をとりまとめ

た認可申請があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 

なお、機構が年金受給者、被保険者の方に対して調査を実施する場合におい

ても、事業所への立入検査等と同様に地方厚生（支）局の認可が必要となりま

すが、平成２１年度の認可申請はありませんでした。 

 

②業務実績 

 平成２１年度における立入検査等の認可実績は、次表のとおりです。 

平成21年度実績 

認可内容 認可件数 

立入検査等の認可（通常分）  970件 

立入検査等の認可（緊急分） 0件 

計 970件 
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（４）社会保険労務士に関する業務 

①業務概要 

社会保険労務士法に関する業務のうち社会保険諸法令に関するものは厚生労

働大臣が行うものとされ、地方厚生（支）局長に委任されています。 

 

四国厚生支局では、次の業務を行っています。 

 

ⅰ 社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査 

ⅱ 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等

からの通知の受理 

ⅲ 社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令 

ⅳ 社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査 

ⅴ 社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の

報告 

ⅵ 全国社会保険労務士会が実施している社会保険労務士試験への協力等 

ⅶ 社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞 

 

なお、平成２１年度の案件はありませんでした。 

 

（参考）四国厚生支局管内の社会保険労務士会会員数及び法人数の状況は、次表の

とおりです。 

（平成22年3月31日現在） 

県  名 
会員数（単位：人） 社労士 

法人数 開 業 勤 務 その他 計 

徳 島 県 110 20 13 143 2 

香 川 県 190 49 15 254 2 

愛 媛 県 242 54 25 321 5 

高 知 県 104 41 19 164 0 

計 646 164 72 882 9 

 

 

（５）年金委員に関する業務 

①業務概要 

年金委員とは、機構が行っている公的年金制度の適用、給付、保険料その他

の事項について啓発、相談及び助言等の活動を行い、年金事業の理解を高め、

その円滑な運営を図ることを目的としています。 

年金委員は、厚生年金保険の適用事業所の事業主が推薦し、委嘱される「職

域型」の年金委員注１と、市町村等が推薦し、委嘱される「地域型」の年金委員

注２に区別され、いずれも厚生労働大臣より権限の委任を受けた地方厚生（支）

局長が委嘱を行います。 

四国厚生支局では、事業主や市町村等より推薦のあった年金委員候補者に対

して、委嘱に係る審査、決定及び委嘱状の発行、年金委員証明書の発行等を行

っています。 
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（注１）「職域型」の年金委員は、厚生年金保険の適用事業所に設置されており、

設置数は常時３００人未満の被保険者を使用する適用事業所については

１名、常時３００人以上の被保険者を使用する適用事業所については２

名としています。なお、 任期はありません。 

（注２）「地域型」の年金委員は、市町村または各種団体から推薦があった者に

ついて、委嘱を行っています。なお、任期は３年です。 

 

②四国厚生支局管内の状況 

平成２１年度末の年金委員の委嘱数状況は、次表のとおりです。 

   （単位：人） 

県   名 年金事務所名 職 域 型 地 域 型 計 

徳 島 県 

徳 島 北 624 

42 1,455 徳 島 南 580 

阿 波 半 田 209 

香 川 県 

高 松 西 842 

85 2,811 高 松 東 966 

善 通 寺 918 

愛 媛 県 

松 山 西 683 

172 2,900 

松 山 東 493 

新 居 浜 654 

今 治 484 

宇 和 島 414 

高 知 県 

高 知 東 336 

43 1,356 
高 知 西 449 

南 国 294 

幡 多 234 

計 8,180 342 8,522 

 

 

（６）学生納付特例事務法人に関する事務 

①業務概要 

２０歳以上の大学生等の方については、国民年金に加入する義務があります

が、所得のない方が保険料を納付できずに、将来、年金を受け取ることができ

なくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎

年金をうけることができなくなること等を防止するため、ご本人からの申請に

より国民年金保険料の納付が一定期間猶予される「学生納付特例制度」があり

ます。 

この制度を活用するためにできるだけ申請のしやすい環境に整備が行われ、

大学等が「学生納付特例事務法人」の指定を厚生労働大臣から受け、学生から

の申請を代行できることになっており、厚生労働大臣の指定の権限は、地方厚

生（支）局長に委任されています。 
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四国厚生支局では、次の業務を行っています。 

 

ⅰ 学生納付特例事務法人の指定及び指定の取消に係る審査及び決定 

ⅱ 学生納付特例事務法人への改善命令 

ⅲ 学生納付特例事務法人制度の普及・推進 

 

なお、平成２１年度の新規指定申請はありませんでした。 

 

②学生納付特例事務法人指定状況 

平成２１年度末における学生納付特例事務法人の指定等の状況は、次表のと

おりです。 

県 名 指 定 校 名 

香 川 県 香川県立保健医療大学 

愛 媛 県 
愛媛大学 

愛媛十全医療学院 

高 知 県 

高知女子大学 

土佐情報経理専門学校 

土佐リハビリテーションカレッジ 

      

 

（７）保険料納付確認団体に関する事務 

①業務概要 

同種の事業や業務に従事する国民年金の被保険者を構成員とする団体等が、

厚生労働大臣の指定を受け、国民年金の被保険者である構成員の委託に基づき、

構成員の国民年金保険料の納付状況を確認できる「保険料納付確認団体制度」

があります。 

構成員へ国民年金保険料の納付状況を通知するとともに、未納であれば自主

的な納付を促進することにより、年金受給権を確保することが目的であり、厚

生労働大臣の指定等の権限は、地方厚生（支）局長に委任されています。 

 

なお、平成２１年度末現在、保険料納付確認団体の指定はありません。 
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（８）国民年金等事務取扱交付金の交付に関する事務 

①業務概要 

厚生労働省や機構が行う国民年金等の事務の一部については、以下のとおり

市町村において実施しており、この事務の実施に要する費用については、地方

厚生（支）局が市町村からの申請を審査し、厚生労働省から交付されています。 

 

ⅰ 厚生労働省が行う事務の一部について法律により市町村が行うこととされ

た事務に対する費用の交付 

国民年金の基礎年金及び福祉年金、特定障害者に対する特別障害給付金

の支給に係る事務の一部は、法定受託事務として市町村が行うこととなっ

ています。法定受託事務に必要な費用は、市町村に負担義務はないものと

されており、事務に要する費用は厚生労働省が交付することとされていま

す。 

 

ⅱ 国民年金事務に関して市町村の協力や連携のもとに実施した事務に対する

費用の交付 

法定受託事務に付随する事務や国民年金に関する相談等について、地

方分権一括法による国民年金事務の見直しに伴い、保険者に対するサー

ビス低下を来さぬよう、市町村が厚生労働省及び機構に対しての協力や

連携のもとに事務を実施しています。その事務に対する経費については、

厚生労働省が交付しています。 

 

②業務実績 

平成２１年度における交付実績は、次表のとおりです。 

法定受託事務に係る交付金           （単位：千円） 

県 名 市町村数 交付決定額 概算交付額 精算交付額 

徳 島 県 ２４ 151,100 106,530 44,570 

香 川 県 １７ 154,984 114,405 40,579 

愛 媛 県 ２０ 277,540 196,625 80,915 

高 知 県 ３４ 158,139 107,844 50,295 

計 ９５ 741,763 525,404 216,359 

     （注）交付金額は「旧社会保険事務局」概算交付分も含む年額です。 

協力・連携に係る交付金             （単位：千円） 

県 名 市町村数 交付決定額 概算交付額 精算交付額 

徳 島 県 ２４ 19,305 9,614 9,691 

香 川 県 １７ 16,150 13,477   2,673 

愛 媛 県 ２０ 37,284 24,499 12,785 

高 知 県 ３４ 23,765 13,976 9,789 

計 ９５ 96,504 61,566 34,938 

     （注）交付金額は「旧社会保険事務局」概算交付分も含む年額です。 
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（９）日雇特例被保険者の適用及び徴収に係る交付金の交付に関する事務 

①業務概要 

日雇特例被保険者に係る保険者の事務のうち、厚生労働大臣が行うこととさ

れている日雇特例被保険者手帳の交付等に関する事務は、法定受託事務として、

厚生労働大臣が指定する市町村（以下「事務指定市町村」といいます。）が行い、

日雇特例被保険者手帳の交付等に関する事務に必要な費用は、厚生労働省が交

付することとされています。 

四国厚生支局では、管内１１事務指定市町村より提出された日雇特例被保険

者交付金申請書及び各種報告書の内容を審査し、厚生労働省へ報告を行ってい

ます。 

       

②業務実績 

平成２１年度における交付実績は、次表のとおりです。 

                                   （単位：円） 

      

県 名 

 

 

指定市町村数 

 

申請市町村数 
交付額 

申請件数 金 額 

徳島県 ６ ４ ４５ 3,573 

高知県 ５ ２ １４ 1,111 

計 １１ ６ ５９ 4,684 

    （注）香川県及び愛媛県には、事務指定市町村はありません。 
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４ 健康福祉課 

 

（１）補助金等の交付に関する事務 

① 補助金等の交付について 

（ア）業務概要 

地方自治体を交付対象とする補助金等の執行事務は、厚生労働本省から地方

厚生（支）局へ移管されています。具体的には結核医療費負担金や地方公共団

体が整備する保健衛生施設、社会福祉施設等の施設・設備費の交付決定などの

執行業務を四国厚生支局において行っています。 

 

（イ）業務実績 

平成２１年度の四国厚生支局における補助金等の業務実績は、次表のとおり

です。 

単位：円 

補助金等名称 交 付 目 的 交付決定額 

結核医療費負担金 

都道府県、保健所を設置する政令市及び

特別区が行う従業禁止・命令入所患者に

対する医療に要する費用の一部を負担す

るもの 

66,702,623 

結核医療費補助金 

都道府県、保健所を設置する政令市及び

特別区が行う一般患者に対する医療に要

する費用等の一部を補助するもの 

6,845,638 

原爆被爆者健康診断

費交付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆

被爆者の健康診断に要する費用並びに被

爆者健康手帳の交付に要する費用を交付

するもの 

15,296,643 

原爆被爆者手当交付

金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う医療

特別手当、特別手当、健康管理手当、保

健手当並びに原子爆弾小頭症手当の支給

に要する費用並びに事務の処理に要する

費用を交付するもの 

911,411,940 

原爆被爆者葬祭料交

付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆

被爆者葬祭料支給事業に要する費用並び

に事務の処理に要する費用を交付するも

の 

22,707,546 

児童扶養手当給付費

負担金 

都道府県知事等が行う児童扶養手当の支

給に要する費用の一部を負担することに

より、父と生計を同じくしていない児童

が育成される家庭の生活の安定と自立の

促進に寄与し、もって児童の福祉の増進

を図る 

5,850,509,356 
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補助金等名称 交 付 目 的 交付決定額 

児童入所施設措置費

等負担金 

児童入所施設への児童等の入所後の保護

又は委託後の養育につき、児童福祉施設

最低基準を維持するために要する費用と

して、地方公共団体の支弁した経費に対

し、国が負担するもの 

3,077,440,912 

保育所運営費負担金 

保育所（私立）の運営に必要な経費を負

担することにより、保育所において保育

に欠ける児童に対して保育の実施を図る 

10,491,252,157 

特別児童扶養手当 

事務取扱交付金 

都道府県知事又は市町村長が、特別児童

扶養手当等の支給に関する法律に基づい

て特別児童扶養手当の支給事務を行うた

めの経費を交付する 

35,191,433 

特別障害者手当等給

付費負担金 

都道府県市が行う特別障害者手当、障害

児福祉手当等の支給に要する費用の一部

を負担することにより、精神又は身体に

重度の障害を有する者の福祉の増進を図

る 

1,233,595,567 

婦人保護費国庫負担

金 

「売春防止法」に基づき要保護女子につ

いてその転落の未然防止と保護更生を図

ること及び「配偶者暴力防止法」に基づ

き配偶者からの暴力被害者である女性の

保護等を目的とする 

62,927,832 

婦人保護費国庫補助

金 
41,226,866 

保健衛生施設等施設

整備費国庫補助金 

農村検診センター、特定感染症指定医療

機関施設等の施設及び設備を整備し、地

域住民の健康増進並びに疾病の予防及び

治療を行い、もって公衆衛生の向上に寄

与することを目的とする 

573,000 

保健衛生施設等設備

整備費国庫補助金 

災害により被害を受け、その災害復旧に

関し、厚生労働大臣と協議して承認を得

た施設の災害復旧事業 

41,924,000 

保健衛生施設等災害

復旧費補助金 
0 

社会福祉施設等施設

整備費補助金 

社会福祉法人等が整備する施設整備に要

する費用の一部を補助することにより、

施設入所者等の福祉の向上を図ることを

目的とする 

596,465,000 
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補助金等名称 交 付 目 的 交付決定額 

社会福祉施設等災害

復旧費補助金 

社会福祉法人等が整備した施設であっ

て、暴風、洪水、高潮、地震、その他の

異常な自然現象より被害を受けた施設の

災害復旧に関し、厚生労働大臣等に協議

して承認を得た災害復旧事業に要する費

用の一部を補助することにより、災害の

速やかな復旧を図り、もって施設入所者

等の福祉を確保することを目的とする 

0 

地域介護・福祉空間

整備等施設整備交付

金 

地域における公的介護施設等の計画的な

整備等の促進に関する法律第4条に基づ

き、市町村が作成した市町村整備計画に

基づく事業又は事務の実施に要する経費

に充てるため、市町村に交付することに

より、地域における公的介護施設等の施

設及び設備等の整備事業を推進すること

を目的とする 

1,650,027,000 

地域介護・福祉空間

整備推進交付金 
23,785,000 

次世代育成支援対策

施設整備交付金 

次世代育成支援対策推進法第11条第1項

に規定する交付金に関する省令第1条第2

項に規定する施設の新設、修理、改造、

拡張又は整備に要する費用の一部に充て

るために、国が交付する交付金であり、

もって、次世代育成支援対策を推進する

ことを目的とする 

0 

 

  ② 財産処分について 

  （ア）業務概要 

      補助金等の交付を受けて取得した財産を交付の目的に反して使用する等の処

分を行うにあたっては、「補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律」に

基づく厚生労働大臣の承認が必要とされており、保健衛生施設、社会福祉施設

等の国庫補助財産の財産処分については、地方厚生（支）局においてその承認

審査を行っています。  

 

  （イ）業務実績 

      平成２１年度の四国厚生支局における財産処分に関する業務の実績は、次表

のとおりです。 

 

区  分 処理件数 

財産処分承認申請     １１ 

 包括承認事項における財産処分報告の受理     ３２ 

計     ４３ 
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（２）各種養成施設等の指定及び監督について 

   国民の健康や安全な生活の維持向上を図ることを目的として、一定の資格を有する

人材を育成する各種養成施設等について、関係法令等に基づく指定、監督等の業務を

行っています。 

 

①業務概要 

表に掲げる養成施設等について、新規の指定（認定）及び変更等の申請を受理し、

審査を行うとともに、既指定（認定）の養成施設等について、指定（認定）規則及

び指導要領に適合した運営、教育がなされるよう、指導・監督を行っています。 

   （平成２１年４月１日現在の各養成施設（課程）一覧は第Ⅲ章資料編のとおり） 

施 設 種 別 課程（施設）数 

管理栄養士養成施設 4( 4) 

栄養士養成施設 9( 9) 

理容師養成施設 11(11) 

美容師養成施設 14(14) 

調理師養成施設 10(10) 

保育士養成施設 19(18) 

社会福祉士養成施設 2( 2) 

介護福祉士養成施設 19(18) 

社会福祉主事養成機関 1( 1) 

精神保健福祉士養成施設 2( 1) 

保健師助産師看護師養成所 28(24) 

理学療法士養成施設 11(11) 

作業療法士養成施設 9( 9) 

診療放射線技師養成所 0( 0) 

臨床検査技師養成所 0( 0) 

視能訓練士養成所 0( 0) 

臨床工学技士養成所 2( 2) 

言語聴覚士養成所 3( 3) 

義肢装具士養成所 0( 0) 

救急救命士養成所 0( 0) 

歯科衛生士養成所 8( 8) 

歯科技工士養成所 4( 4) 

あ・は・き 養成施設 2( 2) 

柔道整復師養成施設 2( 2) 

製菓衛生師養成施設 7( 5) 

食品衛生管理者養成施設 7( 7) 

食品衛生監視員養成施設 7( 7) 

計 181(172) 

（注１）あ・は・き養成施設とは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 

養成施設を略した表現です。 
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（注２）管理栄養士の４養成施設は栄養士国家試験の受験資格も得られます。 

（注３）食品衛生管理者養成施設と食品衛生監視員養成施設は同一課程のため、 

同一の養成施設で行われています。 

 

②業務実績 

（ア）指定等に関する事務 

    平成２１年度の四国厚生支局における指定、変更の承認、変更届及び報告書の

受理等に関する業務の実績は、次表のとおりです。 

 

養成施設等の種別 指定 取消 
変更

承認 
変更届 報告書 

管理栄養士養成施設 0 0 1 2 4 

栄養士養成施設 0 0 4 2 9 

理容師養成施設 0 0 3 15 11 

美容師養成施設 0 0 8 28 14 

調理師養成施設 0 0 0 0 10 

保育士養成施設 0 0 16 11 18 

社会福祉士養成施設 0 0 1 6 2 

介護福祉士養成施設 2 3 1 21 19 

社会福祉主事養成機関 0 0 0 0 1 

精神保健福祉士養成施設 0 0 3 0 2 

保健師助産師看護師養成所 0 1 20 14 24 

理学療法士及び作業療法士養成施設 0 0 25 5 11 

臨床工学技士養成所 1 0 0 0 2 

言語聴覚士養成所 0 0 3 1 3 

歯科衛生士養成所 0 1 8 2 8 

歯科技工士養成所 1 1 2 1 4 

あ・は・き 養成施設（注） 0 0 0 4 2 

柔道整復師養成施設 0 0 2 4 2 

製菓衛生師養成施設 1 0 1 3 6 

食品衛生管理者養成施設 0 0 0 5  

食品衛生監視員養成施設 0 0 0 5  

計 5 6 98 129 152 

（注） あ・は・き養成施設とは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 

養成施設を略した表現です。 
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（イ）指導監督に関する業務 

    平成２１年度の四国厚生支局における養成施設等に対する指導調査の実績は、

次表のとおりです。 

 

 

養成施設等の種別 

 

対象施

設 数 

実施施 

設 数 

改善指導件数 

該当施

設 数 

文書 

指摘 

口頭 

指摘 

管理栄養士養成施設 4 1 1 1 4 

栄養士養成施設 9 2 0 0 0 

理容師養成施設 6 2 2 4 11 

美容師養成施設 12 5 5 10 21 

調理師養成施設 10 0 - - - 

保育士養成施設 18 6 5 3 2 

社会福祉士養成施設 2 1 1 0 1 

介護福祉士養成施設 18 7 5 4 4 

社会福祉主事養成機関 1 0 - - - 

精神保健福祉士養成施設 1 0 - - - 

保健師助産師看護師養成所 24 11 11 20 14 

理学療法士養成施設 11 6 6 10 13 

作業療法士養成施設 9 4 4 7 4 

あ・は・き 養成施設（注１） 2 0 - - - 

柔道整復師養成施設 2 1 1 0 1 

臨床工学技士養成所 2 0 - - - 

言語聴覚士養成所 3 1 1 1 2 

歯科衛生士養成所 8 2 2 1 4 

歯科技工士養成所 4 0 - - - 

製菓衛生師養成施設 5 3 2 2 3 

食品衛生管理者養成施設 7 3 2 2 1 

食品衛生監視員養成施設 7 3 2 2 1 

計 165 58 50 67 86 

（注１） あ・は・き養成施設とは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 

養成施設を略した表現です。 

（注２）理容師、美容師養成施設のうち、学校教育法における特別支援学校及び矯 

正施設に属するものは指導監督する対象施設数から除きます。 
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（ウ）介護技術講習実施届出等 

     介護技術講習実施変更届出書を７件、介護技術講習実施報告書を４２件受理し

ました。 

     実施状況は、次表の実施施設において、延べ４２回、修了者数１，７２８名で

す。 

     平成21年度介護技術講習実施届を１５件受理しました。 

 

        介護技術講習実施施設一覧（平成21年度実施分） 

県  別 No. 施   設   名 

徳島県 
1 四国大学短期大学部 

2 徳島健祥会福祉専門学校 

香川県 

3 香川短期大学 

4 四国福祉専門学校 

5 専門学校 穴吹パティシエ福祉カレッジ 

6 瀬戸内総合学院 

7 さぬき福祉専門学校 

愛媛県 

8 聖カタリナ大学 

9 今治明徳短期大学 

10 松山東雲短期大学 

11 松山総合福祉専門学校 

12 四国中央医療福祉総合学院 

高知県 

13 高知福祉専門学校 

14 龍馬看護ふくし専門学校 

15 平成福祉専門学校 
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（３）民生委員等の委嘱等事務 

①業務概要 

民生委員は、民生委員法の規定により、都道府県知事（指定都市、中核市の長を

含む。以下同じ。）の推薦によって厚生労働大臣が委嘱し、福祉事務所等関係行政

機関に対する協力や民間の篤志奉仕者として自主的な民間福祉活動に従事していま

す。 

また、民生委員は、児童福祉法の規定により、児童委員を兼務することとされて

おり、児童委員のうち主任児童委員は、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣

が指名し、児童の福祉に関する児童相談所等関係行政機関と児童委員との連絡調整

や児童委員の活動に対する援助を行っています。 

民生委員及び児童委員の任期は、民生委員法第１０条の規定により３年とされて

おり、かつ、補欠（後任者等）の任期は前任者の在任期間とされていることから、

３年ごとに一斉改選が行われています。前回の一斉改選は平成１９年１２月１日に

行われ、その任期は２２年１１月３０日までとなっています。 

なお、四国厚生支局においては、民生委員及び児童委員の委嘱・解嘱、主任児童

委員の指名並びに厚生労働大臣表彰状及び感謝状の授与などの業務を行っています。 

 

（参考）四国厚生支局管内の民生委員数（平成22年3月31日現在） 

県 市 民生委員数 
うち、主任 

児童委員数 

県 

徳 島 県 ２，０１４ １８１ 

香 川 県 １，３３４ １４８ 

愛 媛 県 ２，６４３ ２９６ 

高 知 県 １，７００ １１４ 

中 

核 

市 

高 松 市 ８１２ ８０ 

松 山 市 ９７５ ８５ 

高 知 市 ７１９ ５４ 

計 １０，１９７ ９５８ 

 

②業務実績 

平成２１年度における民生委員・児童委員の委嘱や解嘱等に関する業務の実績は、

次表のとおりです。 

区    分 処理件数 

民生委員・児童委員の委嘱    １５３ 

民生委員・児童委員の解嘱    １８７ 

主任児童委員の指名     １８ 

厚生労働大臣表彰状の授与     ２４ 

厚生労働大臣感謝状の授与     ６９ 

計    ４５１ 
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（４）医療安全の普及・啓発 

①業務概要 

医療機関等に対して、医療の安全に関する取り組みの普及及び啓発に関する業務

を所管しています。 

厚生労働省では平成１３年度より毎年１１月２５日を含む１週間を「医療安全週

間」と位置け医療安全対策の推進を図っています。 

四国厚生支局では、平成１４年度から医療安全対策に関する知識等の習得、討議

等を行うことにより、医療機関の管理者等の資質の向上を図り、もって医療の安全

性の向上を図ることを目的として「医療安全に関するワークショップ」を開催して

います。 

 

②業務実績 

平成２１年１２月９日（水）～１２月１０日（木）までの２日間において、医療

安全管理者等の資質向上を図るため、初日は講義形式で行い二日目は受講生が積極

的に参加することができるグループワーク研修を中心として「医療安全に関するワ

ークショップ」を開催しました。 

 

開 催 日: 平成２１年１２月９日～１２月１０日 

場  所: サンポートホール高松第１小ホール 

参加者数: ２５３名 

 プログラム 担当講師 

一

日

目 

「医療安全の基礎知識」 

  

厚生労働省医政局総務課 

 医療安全推進室 

    主査  望月 聡一郎 

「医療安全対策の構築」「安全文化の醸成」 

 

京都大学医学部附属病院 

医療安全管理室  

室長  長尾 能雅 

「医療安全についての職員に対する研修の企

画・運営」 

 

九州大学大学院医学研究院 

 医療経営・管理学講座 

准教授 鮎澤 純子 

「事故発生時の対応」 船橋市立医療センター 

副院長 唐澤 秀治 

二

日

目 

「医療安全に資する情報収集と分析、対策立

案、フィードバック、評価」 

 

独立行政法人国立病院機構 

四国がんセンター 

医療安全管理係長 宮内 一恵 

グループワーク 

① 事例 1 薬剤の誤投与 

② 事例 2 転倒 

四国がんセンター 宮内 一恵 

（補助講師） 

東徳島病院    高市 美幸 

高松医療センター 松下 愛子 

善通寺病院    杉尾 見如 

香川県立中央病院 高島真寿美 
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 プログラム 担当講師 

回生病院     宮地真希子 

香川労災病院   平井 有美 

愛媛県立中央病院 井上 文江 

高知大学附属病院 若狭 郁子 

高知病院     森山 万智 

 

（５）医療観察法による移送 

①業務概要 

心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者に対し継続的かつ適切な医療並びに

その確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その症状の改善及びこ

れに伴う同様の行為の再発の防止を図り、その社会復帰を促進することを目的とし

て、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法

律」が平成１７年７月施行されました。 

この法律は、心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者であって、不起訴処分

又は無罪等の裁判が確定したものに対して、①適切な鑑定や専門家・関係者の意見

を踏まえた裁判所における最も適切な処遇の決定、②国公立の指定入院医療機関に

おける、症状に応じた適切な入院処遇の実施、③指定通院医療機関における退院後

の医療の継続及び保護観察所と都道府県等の連携による実施計画に基づく観察・指

導等の実施､④被害者等による裁判所の手続の傍聴及び審判結果の通知などを行う

こととされています。 

このうち地方厚生局の業務は①精神保健判定医及び精神保健参与員に関すること、

②指定医療機関の指定及び指導等に関すること、③指定入院医療機関又は指定通院

医療機関の選定に関すること、④地方裁判所の入所決定に基づく決定の執行及び入

院決定又は通院決定を受けたものに対する医療に関することを所掌しており、四国

管内は中国四国厚生局が管轄しております。 

なお、四国厚生支局においては、四国管内における対象者の移送業務についての

み中国四国厚生局健康福祉部医事課併任としてその業務に携わっています。 

 

②業務実績 

平成２１年度の四国管内における処遇決定状況 

内  訳  件 数 

入院決定（移送） ４ 

通 院 決 定 ２ 

不   処   遇 １ 

計 ７ 
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（６）医師確保関係 

①業務概要 

医師の確保に関すること及び地域医療の確保・推進に関する業務として、平成１

８年度に設立した医療制度改革関連法に基づき、地域や診療科による医師不足問題

への対応や、医療計画・健康増進計画等の見直し等に関して、管内県等に対する意

見交換や各種の情報提供等行っています。 

 

②業務実績 

厚生労働省の対策を各都道府県に周知するとともに、各県の医師確保対策への取

り組み状況を把握する目的で、平成２１年５月２２日 中国・四国厚生局健康福祉

部会議室にて医師確保対策等に関する中国・四国９県と意見交換等を実施しました。 
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５ 保険年金課 

 

（１）健康保険組合に係る認可及び指導監督 

①業務概要 

健康保険組合は、健康保険法に基づき国の健康保険事業を代行する公法人です。 

四国厚生支局では、健康保険事業を運営している健康保険組合の指導監督及び健康

保険組合に対する規約変更の認可等を行っています。 

また、健康保険組合の設立・解散及び合併等の事務指導も行っており、平成２１年

度には、昭和６２年度以来２２年ぶりに健康保険組合の設立が１件ありました。 

なお、解散及び合併が生じた健康保険組合はありませんでした。 

 

業務対象機関（平成２１年度末現在）   

   健康保険組合   ２４組合 

 

②業務実績 

四国厚生支局管内の平成２１年度末における健康保険組合数は２４組合で、約８．

９万人が加入しています。 

平成２１年度は、全体の１／３に当たる８組合を対象に、医療費の適正化による財

政の健全化を図るなどの実地指導を行いました。 

 

申請書等の処理件数（平成２１年度）                （単位：件） 

区  分 
規約改正等の認

可 
届出等の受理 

大臣への提出 

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

健康保険組合 １９ １１３ ３４２ ６６ 

 

 

（２）全国健康保険協会支部に係る認可及び指導監督 

①業務概要 

中小企業等のサラリーマン等が加入する健康保険は、従来「政府管掌健康保険」と

称され、国が運営していましたが、平成２０年１０月１日に全国健康保険協会が設立

され都道府県ごとに４７の支部が設置されたことにより、四国厚生支局管内に所在す

る４支部の指導監督及び滞納処分に係る認可を行うこととなりました。 

 

②業務実績 

全国健康保険協会支部が自ら滞納処分を行う場合は、滞納処分認可申請書を提出し

て認可を受けなければなりませんが、平成２１年度は申請がありませんでした。 

また、実地指導については、「全国健康保険協会支部の実地監査について」（平成２

２年１月７日付保保発第０１０７第１号厚生労働省保険局保険課長）通知に基づき、

平成２２年度以降開始することとしています。 
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（３）厚生年金基金に係る認可及び指導監督 

①業務概要 

厚生年金基金制度は、厚生年金の一部を国に代わって支給(代行部分)するととも

に、厚生年金基金ごとに定められた独自の上乗せ給付（プラスアルファ部分）を行う

年金制度で、昭和４１年１０月に施行しました。 

また、厚生年金基金は、厚生年金保険法に基づき厚生労働大臣の認可を受け、特別

の公法人として制度の運営・管理を行っています。 

四国厚生支局では、厚生年金基金に対する指導監督及び認可等を行っています。 

 

業務対象機関（平成２１年度末現在） 

厚生年金基金   １９基金 

 

②業務実績 

四国厚生支局管内の平成２１年度末における厚生年金基金数は１９基金で、約７．

３万人が加入しています。 

平成２１年度は、全体の１／３に相当する６基金を対象に財政運営の適正を図るな

どの指導を行いました。 

 

申請書等の処理件数（平成２１年度）                （単位：件） 

区  分 
規約改正等の 

認可 
届出等の受理 

大臣への提出 

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

厚生年金基金 ３４ １０２ １９９ ９６ 

 

 

（４）確定拠出年金、確定給付企業年金に係る承認及び指導監督 

①業務概要 

確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任において運用の

指図を行い、高齢期において、その結果に基づいた給付を受けることができるように

するための制度であり、平成１３年１０月から施行されました。 

また、確定給付企業年金は、平成１４年４月から導入された制度で、労使合意の年

金規約に基づき、事業所と信託会社・生保会社等が契約を結び、母体企業の外で年金

資産を管理・運用し年金給付を行う「規約型」と母体企業とは別の法人格をもった基

金を設立したうえで、基金において年金資産を管理・運用し年金給付を行う「基金

型」があります。 

四国厚生支局では、確定拠出年金（事業主に係るものに限る）、確定給付企業年金

に係る承認等及び指導監督を行っています。 

 

業務対象機関（平成２１年度末現在） 

確定拠出年金の企業型年金規約承認企業     ６９企業・グループ 

確定給付企業年金規約承認企業        １５５企業・グループ 
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②業務実績 

四国厚生支局管内の平成２１年度末現在における確定拠出年金承認規約数は６９で

平成２１年度中の新規承認規約数は１２です。また、確定給付企業年金（基金型を含

む。）承認規約数は１５５で平成２１年度中の新規承認規約数は５５です。 

 

 申請書等の処理件数（平成２１年度）                （単位：件）  

区  分 
規約（改正を含

む。）の承認 
届出等の受理 

大臣への提出書

類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

確定拠出年金 ３６ ７９   

確定給付年金 ２７ ２４ １９６ ３７ 

 

 

（５）国民年金基金に係る認可及び指導監督 

①業務概要 

国民年金基金は、国民年金法に基づき厚生労働大臣の認可を受け都道府県ごと（地

域型）や業種別（職能型）に設立された公法人で、自営業者等の方々に老齢基礎年金

に上乗せする給付を支給する制度として、平成３年５月に発足しました。 

四国厚生支局では、国民年金基金に対する指導監督及び認可等を行っています。 

 

業務対象機関（平成２１年度末現在） 

国民年金基金    ４基金 

 

②業務実績 

四国厚生支局管内の平成２１年度末現在における国民年金基金数は４基金で、約

１．６万人が加入しています。平成２１年度は、国民年金基金の自立の推進を図る観

点から、加入員確保事業の推進に重点を置き、１基金に対し指導を行いました。 

 

申請書等の処理件数（平成２１年度）               （単位：件） 

区  分 
規約改正等の 

認可 
届出等の受理 

大臣への提出 

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

国民年金基金 ０ ２１ ２８ ０ 
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６ 管理課 

 

（１）事務所が作成する業務の実施に関する計画の調整、進捗管理及び分析等につい

て 

①業務概要 

保険医療機関、保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）及び保険医、

保険薬剤師（以下、「保険医等」という。）の指導監査業務を所掌する四国厚

生支局管内の各県事務所（指導監査課を含む。）が作成する次年度の指導計画

について、「指導大綱」に基づく計画となるよう医療課と協力して調整を行っ

ています。 

また、各県事務所を集めた会議を設ける等により、必要な情報の提供や実施

状況の把握を行っています。 

 

②業務実績 

平成２１年度の保険医療機関等及び保険医等の指導業務の進捗状況の管理に

ついては、四県で統一的な指導計画が作成できるよう調整を行い、各県事務所

（指導監査課を含む。）より、毎月進捗状況の報告を受け、指導監査業務の指

導計画に係る実施状況の把握・分析管理を行いました。 

 

 

（２）保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師及び指定訪問看護事業者その他

の医療保険事業の療養担当者に係る情報の管理について 

①業務概要 

保険医療機関等の情報開示について、行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律第４条第１項の規定に基づく、行政文書開示請求が申請された場合には、

総務課と協力し、行政文書の写しの交付（開示）を行っています。（手数料が

必要です。） 

また、四国厚生支局のホームページに上記内容からピックアップし、医療指

導部門にかかる各種情報を公開しています。 

 

②業務実績 

医療指導部門に係る開示請求の件数等 
 

  ２０年度   ２１年度 

開示請求書件数 １３０ ２４５ 

 
 

      ホームページ情報については毎月更新して情報公開しています。 
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（３）社会保険診療報酬支払基金支部の監督について 

①業務概要 

四国厚生支局管内の社会保険診療報酬支払基金支部に対して、業務の適正か

つ効率的な運営を確保することを目的として検査を実施します。 

実施時期については、｢行政改革に関する第５次答申」（昭和５８年３月１

４日臨時行政調査会）の中で、民間法人化された法人に対する政府の関与は最

小限のものとすべきであるとされていることを踏まえ、公益法人の立入検査の

実施状況を参考に、平成２０年１０月１日から、尐なくとも３年に１回実施し

ます。 

なお、支部の業務において重大な事故が発生した場合等は、必要に応じて実

施します。 

 

②業務実績 

過去に実施された検査の実施状況及び実施内容の把握を行うと共に平成２１

年１２月に厚生労働本省より通知された実施要領に基づき、平成２２年度実施

計画の策定及び実施内容の重点的事項の決定など検査の準備を行いました。 

 

 

（４）国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の技術的助言・指導監督に

ついて 

①業務概要 

都道府県知事が行う国民健康保険事業の助言・指導監督については関係法令

及び通知に基づき行われています。 

四国厚生支局管内における保険者及び国民健康保険団体連合会の助言・指導

監督については、保険料（税）収納率の向上、累積赤字の額の計画的な早期解

消、診療報酬明細書の点検調査等の充実強化、保健事業の推進を重点事項とし、

国民健康保険事業の適正かつ安定的運営の確保を図り、保険財政の健全化、医

療費の適正化及び保健事業の推進に努めるよう助言指導を行っています。 

 

②業務実績 

 

助言指導 
内   訳 

県 市町村 国保組合 国保連合会 

１０ ４ ４ ０ ２ 
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（５）後期高齢者医療制度に係る技術的助言・指導監督について 

①業務概要 

高齢者の医療の確保に関する法律及び関係法令の規定に基づき、地方厚生

（支）局及び都道府県は、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康

保険団体連合会に対し報告の徴収、技術的助言等を行うこととされています。 

四国厚生支局では、後期高齢者医療制度の適正かつ安定的な運営に資するこ

とを目的として、都道府県、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健

康保険団体連合会における後期高齢者医療制度の事務の実施状況を関係法令等

に照らして検討し、後期高齢者医療制度の事務の適正かつ効果的運営の促進に

ついて必要な助言指導を行うこととしています。 

 

②業務実績 

平成２１年度助言指導は、制度の円滑な実施に重点をおき、都道府県、後期

高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康保険団体連合会からの照会等に

対し、必要な情報提供を行いました。 

また、厚生労働省本省より通知された指針に基づき、平成２２年度実施計画

の策定及び実施内容の重点的事項の決定など検査の準備を行いました。 
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７ 医療課 

 

（１）保険医療機関等及び保険医等に対する指導監督について 

①業務概要 

四国厚生支局管内においては、平成２２年３月３１日現在、病院は４９２施設、

医科診療所は２，９６７施設、歯科診療所は２，０３２施設、薬局は１，６３９

施設が保険医療機関等の指定を受け、２４６施設が指定訪問看護事業者の指定を

受けています。また、医師は１２，７９０人、歯科医師は３，３１１人、薬剤師

は８，３８３人が保険医等の登録を受け、柔道整復師は９４０人が受領委任に係

る業務の契約等に基づく登録を受けています。 

これら保険医療機関等及び保険医等に対する指導監査業務については、指導監

査課と徳島県、愛媛県及び高知県に所在する県事務所が担当しています。なお、

特殊な事案については、県事務所等において単独で実施することが困難であるこ

とから、当課と共同して指導監査業務を実施しています。 

また、大学附属病院や指導を行っても改善が見られない保険医療機関等に対し

ては、厚生労働省、四国厚生支局及び県が共同して行う特定共同指導や共同指導

を実施しています。 

さらに、業務が円滑に実施できるよう、県事務所等に対し、普段から業務指導

や連絡調整等を行っています。 

 

②業務実績（平成２１年４月～平成２２年３月） 

   ・ 特定共同指導………１施設  

   ・ 共同指導…………１０施設  

 

（２）特定機能病院に対する立入検査業務について 

①業務概要 

特定機能病院に対する立入検査業務は、医療法第２５条第３項の規定に基づき、

特定機能病院が法令に規定された人員及び構造・設備を有し、かつ、適正な管理

を行っているかを検査し、良質で適正な医療が国民に提供されることを目的とし

ております。 

なお、立入検査業務は、平成２２年１月に中国四国厚生局から四国厚生支局へ

業務が移管されました。 

 

②業務実績（平成２２年１月～平成２２年３月） 

    １施設 

     

（３）国の開設する病院等の開設承認等について 

①業務概要 

国が開設する病院、診療所及び助産所を開設しようとする場合や変更する場合

には、医療法に規定する医療従事者の人員配置や建物設備等の構造設備の基準を

満たしているか、厚生労働大臣の承認を受けることとされています。 

なお、開設承認等業務は、前記（２）と同様、平成２２年１月に中国四国厚生

局から四国厚生支局へ業務が移管されました。 
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②業務実績（平成２２年１月～平成２２年３月） 

   ・ 開設承認事項の変更の承認………２６件  

   ・ 構造設備の使用の承認……………２２件  

   ・ 通知の受理……………………………３件  
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８ 指導監査課 

 

（１）保険医療機関・保険薬局等及び保険医・保険薬剤師等に対する指導・監査等に

ついて 

①業務概要 

ア 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法

律の規定に基づき、保険診療の質的向上及び適正化を目的とし、保険医療機関

及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又

は調剤に関する指導及び調査を行います。 

イ 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従

業者に対し指定訪問看護に関する指導及び調査を行います。 

ウ 受領委任に係る登録等を受けた柔道整復師に対し、その保険施術が通知や受

領委任規程等に従い適正に実施されるよう指導及び調査を行います。 

 

なお、監査の結果に基づき、必要に応じて保険医療機関・保険薬局、指定

訪問看護事業者等の指定の取消、保険医等の登録取消及び柔道整復師の施術

に係る療養費の受領委任の取扱いの中止などの行政上の措置を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指導状況  

 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監    査 

医科・病院 ０ ８８ ５ ５ ０ 

医科・診療所 １４ ６３４ ４３ ２１ １ 

歯 科 １３ ４６３ ２７ １９ ０ 

薬 局 ２１ ４４３ ３６ １８ ０ 

 

イ 指定訪問看護事業者の指導状況 

 集団指導 個別指導 監   査  

件    数 ０ ０ ０ 

 

ウ 柔道整復師の指導状況 

 集団指導 個別指導 監    査  

件    数 ０ ０ ０ 

 

エ 行政上の措置の状況(取消・中止) 

 取消(中止) 戒     告 注    意 取消(中止)相当  

機関 保険医等 機関 保険医等

医等 

機関 保険医等 機関 保険医等 

医     科 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
歯     科 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

薬     局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

指定訪問看護事業者等 ０  ０  ０  ０  

柔 道 整 復 師  ０      ０ 
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（２）保険医療機関等における施設基準等の調査について 

①業務概要 

厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法において、保険医療機関等は一定

の医療従事者数・設備等の基準を満たすことを要件として所定の診療報酬を算定

できます。 

この施設基準等の届出の受理、審査及び届出後の調査等を行います。 

 

②業務実績(適時調査(単独実施)) 

 医科・病院 医科・診療所 歯   科 薬    局  

件   数 １４ １７ ０ ０ 
 

 

（３）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について 

①業務概要 

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者の

指定を行います。 

また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師又は保険薬局

において健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険薬剤師の登録を行う

と共に、柔道整復師の受領委任に係る業務の契約等に基づく登録を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指定状況 

 医  科 歯  科 薬  局 

指定 廃止等 
21年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

21年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

21年度末 

現 在 

件数 １１０ １１９ ７８９ ６１ ５６ ４９０ ６４ ５７ ４５８ 
   注）指定欄は新規、更新の、廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。 

 

イ 指定訪問看護事業者の指定状況 

 指  定 廃  止 辞  退 取  消 21年度末現在  

件   数 １ ３ ０ ０       ３７ 
 

ウ 保険医等の登録状況 

 
新規登録 抹 消 等 

異    動 21年度末 

現在 転 入 転 出 

医 師 ６０ １２ １４２ １４０ ３,０８７ 
歯科医師  ５ ７ ３６ ２９ ７８９ 

薬 剤 師 ６２ ５ ４７ ５８ ２,２１７ 

   注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。 

 

エ 柔道整復師(施術所)の届出・申出状況 

 届出・申出 廃 止 21年度末現在  

件   数 ３６ １８ ３２８ 
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（４）四国地方社会保険医療協議会香川部会の運営について 

①業務概要 

四国地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関又は保険薬局の

指定について審議するための四国地方社会保険医療協議会香川部会の庶務を行っ

ています。 

 

②業務実績 

四国地方社会保険医療協議会香川部会の開催状況 １２回 

 

 

※実績は平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの分です。 
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９ 徳島事務所 

 

（１）保険医療機関・保険薬局等及び保険医・保険薬剤師等に対する指導・監査等に

ついて 

①業務概要 

ア 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法

律の規定に基づき、保険診療の質的向上及び適正化を目的とし、保険医療機関

及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又

は調剤に関する指導及び調査を行います。 

イ 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従

業者に対し指定訪問看護に関する指導及び調査を行います。 

ウ 受領委任に係る登録等を受けた柔道整復師に対し、その保険施術が通知や受

領委任規程等に従い適正に実施されるよう指導及び調査を行います。 

 

なお、監査の結果に基づき、必要に応じて保険医療機関・保険薬局、指定

訪問看護事業者等の指定の取消、保険医等の登録取消及び柔道整復師の施術

に係る療養費の受領委任の取扱いの中止などの行政上の措置を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指導状況  

 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監    査 

医科・病院 ０ １１７ ２ ２ ０ 
医科・診療所 ７ ５９８ ４０ １３ ０ 

歯 科 ４ ２３７ ２７ １８ １ 

薬 局 １０ ３２０ ２６ １２ ０ 

 

イ 指定訪問看護事業者の指導状況 

 集団指導 個別指導 監   査  

件    数 ０ ０ ０ 
 

ウ 柔道整復師の指導状況 

 集団指導 個別指導 監    査  

件    数 ０ ０ ０ 
 

エ 行政上の措置の状況(取消・中止) 

 取消(中止) 戒     告 注    意 取消(中止)相当  

機関 保険医等 機関 保険医等

医等 

機関 保険医等 機関 保険医等 

医     科 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
歯     科    １   １    ０   ０    ０    １ ０   ０ 

薬     局    ０    ０    ０    ０    ０ ０ ０ ０ 

指定訪問看護事業者等    ０     ０     ０     ０  

柔 道 整 復 師     ０         ０ 
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（２）保険医療機関等における施設基準等の調査について 

①業務概要 

厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法において、保険医療機関等は一定の

医療従事者数・設備等の基準を満たすことを要件として所定の診療報酬を算定で

きます。 

この施設基準等の届出の受理、審査及び届出後の調査等を行います。 

 

②業務実績(適時調査(単独実施)) 

 医科・病院 医科・診療所 歯   科 薬    局  

件   数 １２ ６ ０ ０ 
 

 

（３）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について 

①業務概要 

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者の指

定を行います。 

また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師又は保険薬局に

おいて健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険薬剤師の登録を行うと

共に、柔道整復師の受領委任に係る業務の契約等に基づく登録を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指定状況 

 医  科 歯  科 薬  局  

指定 廃止等 
21年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

21年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

21年度末 

現 在 

件数 ８７ ８９ ８０７ ５８ ６１ ４４９ ６６ ６４ ３４２ 
   注）指定欄は新規、更新の、廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。 

 

イ 指定訪問看護事業者の指定状況 

 指  定 廃  止 辞  退 取  消 21年度末現在  

件   数 ５ ３ ０ ０       ６９ 
 

ウ 保険医等の登録状況 

 
新規登録 抹 消 等 

異    動 
21年度末現在 

転 入 転 出 

医 師 ５１ １ １１３ １０２ ２,９２９ 
歯科医師  ４０ ７ ４２ ５４ ９３９ 

薬 剤 師 ７７ ０ ４１ ３２ １,９８７ 

   注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。 

 

エ 柔道整復師(施術所)の届出・申出状況 

 届出・申出 廃 止 21年度末現在  

件   数 ２９ １０ ２１４ 
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（４）四国地方社会保険医療協議会徳島部会の運営について 

①業務概要 

四国地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関又は保険薬局の

指定について審議するための四国地方社会保険医療協議会徳島部会の庶務を行っ

ています。 

 

②業務実績 

四国地方社会保険医療協議会徳島部会の開催状況 １２回 

 

 

※実績は平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの分です。 
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１０ 愛媛事務所 

 

（１）保険医療機関・保険薬局等及び保険医・保険薬剤師等に対する指導・監査等に

ついて 

①業務概要 

ア 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法

律の規定に基づき、保険診療の質的向上及び適正化を目的とし、保険医療機関

及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又

は調剤に関する指導及び調査を行います。 

イ 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従

業者に対し指定訪問看護に関する指導及び調査を行います。 

ウ 受領委任に係る登録等を受けた柔道整復師に対し、その保険施術が通知や受

領委任規程等に従い適正に実施されるよう指導及び調査を行います。 

 

なお、監査の結果に基づき、必要に応じて保険医療機関・保険薬局、指定

訪問看護事業者等の指定の取消、保険医等の登録取消及び柔道整復師の施術

に係る療養費の受領委任の取扱いの中止などの行政上の措置を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指導状況  

 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監    査 

医科・病院 ０ １３７ ３ ２ ０ 
医科・診療所 ０ ９６７ ４３ ６ ２ 

歯 科 １４ ５３３ ５７ ２８ ３ 

薬 局 ２４ ４０４ ３８ １９ ０ 

 

イ 指定訪問看護事業者の指導状況 

 集団指導 個別指導 監   査  

件    数 ０ ０ ０ 
 

ウ 柔道整復師の指導状況 

 集団指導 個別指導 監    査  

件    数 ０ ０ ０ 
 

エ 行政上の措置の状況(取消・中止) 

 取消(中止) 戒     告 注    意 取消(中止)相当  

機関 保険医等 機関 保険医等 機関 保険医等 機関 保険医等 

医     科 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
歯     科    ３   ３    ０    １    ０    ０   ０   ０ 

薬     局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

指定訪問看護事業者等 ０  ０  ０  ０  

柔 道 整 復 師  ０      ０ 

 

 

 



49 

 

（２）保険医療機関等における施設基準等の調査について 

①業務概要 

厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法において、保険医療機関等は一定の

医療従事者数・設備等の基準を満たすことを要件として所定の診療報酬を算定で

きます。 

この施設基準等の届出の受理、審査及び届出後の調査等を行います。 

 

②業務実績(適時調査(単独実施)) 

 医科・病院 医科・診療所 歯   科 薬    局  

件   数 １５ ４０ ０ ０ 
 

 

（３）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について 

①業務概要 

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者の指

定を行います。 

また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師又は保険薬局に

おいて健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険薬剤師の登録を行うと

共に、柔道整復師の受領委任に係る業務の契約等に基づく登録を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指定状況 

 医  科 歯  科 薬  局 

指定 廃止等 
21年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

21年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

21年度末 

現 在 

件数 １５５ １５５ １,２３

４ 

９６ １００ ７２５ ６９ ６３ ４８５ 
   注）指定欄は新規、更新の、廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。 

 

イ 指定訪問看護事業者の指定状況 

 指  定 廃  止 辞  退 取  消 21年度末現在  

件   数 ２ １ ０ ０       ８９ 
 

ウ 保険医等の登録状況 

 
新規登録 抹 消 等 

異    動 
21年度末現在 

転 入 転 出 

医 師 ６５ １０ １５１ １８１ ４,２６４ 
歯科医師  ４ ５ ２７ １６ １,０３１ 

薬 剤 師 ７０ １ ５２ ５４ ２,３３３ 

   注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。 

 

エ 柔道整復師(施術所)の届出・申出状況 

 届出・申出 廃 止 21年度末現在  

件   数 ２６ ９ １９４ 
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（４）四国地方社会保険医療協議会愛媛部会の運営について 

①業務概要 

四国地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関又は保険薬局の指

定について審議するための四国地方社会保険医療協議会愛媛部会の庶務を行って

います。 

 

②業務実績 

四国地方社会保険医療協議会愛媛部会の開催状況 １２回 

 

 

※実績は平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの分です。 
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１１ 高知事務所 

 

（１）保険医療機関・保険薬局等及び保険医・保険薬剤師等に対する指導・監査等に

ついて 

①業務概要 

ア 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する

法律の規定に基づき、保険診療の質的向上及び適正化を目的とし、保険医療

機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の

診療又は調剤に関する指導及び調査を行います。 

イ 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の

従業者に対し指定訪問看護に関する指導及び調査を行います。 

ウ 受領委任に係る登録等を受けた柔道整復師に対し、その保険施術が通知や

受領委任規程等に従い適正に実施されるよう指導及び調査を行います。 

 

なお、監査の結果に基づき、必要に応じて保険医療機関・保険薬局、指定

訪問看護事業者等の指定の取消、保険医等の登録取消及び柔道整復師の施術

に係る療養費の受領委任の取扱いの中止などの行政上の措置を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指導状況  

 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監    査 

医科・病院 ０ １３３ ７ ６ ０ 
医科・診療所 １０ ４２４ ３１ ２０ １ 

歯 科 ６ ３２７ ２８ １５ １ 

薬 局 １２ ３１０ ２７ １３ ０ 

 

イ 指定訪問看護事業者の指導状況 

 集団指導 個別指導 監   査  

件    数 ０ ０ ０ 
 

ウ 柔道整復師の指導状況 

 集団指導 個別指導 監    査  

件    数 ０ ０ １ 
 

エ 行政上の措置の状況(取消・中止) 

 取消(中止) 戒     告 注    意 取消(中止)相当  

機関 保険医等 機関 保険医等 機関 保険医等 機関 保険医等 

医     科 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
歯     科    １   １    ０    ０    ０    ０ ０ ０ 

薬     局    ０    ０    ０    ０    ０    ０ ０ ０ 

指定訪問看護事業者等    ０    ０     ０  ０  

柔 道 整 復 師     ０      ０ 
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（２）保険医療機関等における施設基準等の調査について 

①業務概要 

厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法において、保険医療機関等は一定

の医療従事者数・設備等の基準を満たすことを要件として所定の診療報酬を算

定できます。 

この施設基準等の届出の受理、審査及び届出後の調査等を行います。 

 

②業務実績(適時調査(単独実施)) 

 医科・病院 医科・診療所 歯   科 薬    局  

件   数 ２０ １３ ０ ０ 
 

 

（３）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について 

①業務概要 

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者の

指定を行います。 

また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師又は保険薬局

において健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険薬剤師の登録を行

うと共に、柔道整復師の受領委任に係る業務の契約等に基づく登録を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指定状況 

 医  科 歯  科 薬  局  

指定 廃止等 
21年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

21年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

21年度末 

現 在 

件数 ６６ ６９ ６２９ ４０ ３７ ３６８ ５５ ４８ ３５４ 
   注）指定欄は新規、更新の、廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。 

 

イ 指定訪問看護事業者の指定状況 

 指  定 廃  止 辞  退 取  消 21年度末現在  

件   数 １ ２ ０ ０       ５１ 
 

ウ 保険医等の登録状況 

 
新規登録 抹 消 等 

異    動 
21年度末現在 

転 入 転 出 

医 師 ３５ １５ １０３ １２７ ２,５１０ 
歯科医師  ３ ４ １４ ５ ５５２ 

薬 剤 師 ５４ ２ ６１ ５６ １,８４６ 

   注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。 

 

エ 柔道整復師(施術所)の届出・申出状況 

 届出・申出 廃 止 21年度末現在  

件   数 １８ ３ ２０４ 
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（４）四国地方社会保険医療協議会高知部会の運営について 

①業務概要 

四国地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関又は保険薬局の

指定について審議するための四国地方社会保険医療協議会高知部会の庶務を行

っています。 

 

②業務実績 

四国地方社会保険医療協議会高知部会の開催状況 １２回 

  

 

※実績は平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの分です。 
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１２ 麻薬取締部 

 

（１）薬物事犯の取締 

  ①業務概要 

ア 薬物事犯の取締 

麻薬取締部は、薬物犯罪に関する司法権を付与された麻薬取締官によって構

成されています。麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法第５４条の規定に基

づき、厚生労働大臣の指揮監督を受け、司法警察員として次の法律で規定され

る薬物犯罪の取締を行っています。 

［薬物関連五法］ 

      ・麻薬及び向精神薬取締法 ヘロイン、コカイン、ＭＤＭＡ、ＬＳＤ等 

・大麻取締法       大麻草、乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻等 

・あへん法        あへん、けし、けしがら等 

・覚せい剤取締法     覚せい剤（シャブ、スピード、ヤーバ）等 

・麻薬特例法       薬物事犯収益の隠匿・収受の処罰、薬物事犯の

収益の没収等 

及び 

［刑法］ 

・第２編第１４章あへん煙に関する罪 

 

イ 各取締機関との連携 

・麻薬取締協議会 

例年５～６月に薬物取締関係機関が一同に会して「四国地区麻薬取締協議

会」を行い各機関の取締の実情等について、情報交換、薬物犯罪の手口、裁判

例の分析及び捜査上の留意点について検討し、関係機関相互の連携を図ってい

ます。 

・合同捜査 

事件の性質、内容によっては、取締関係機関（警察、海上保安本部、税関）

との合同捜査を行っています。 

 

  ②業務実績 

 薬物事犯の取締件数等 

                検挙件数    検挙人員 

覚せい剤取締法          １５件     １１名 

麻薬及び向精神薬取締法       ４件      ４名 

 大麻取締法             ５件      ５名   

   計              ２４件     ２０名 

（押収物） 

 覚せい剤（粉末）9.088ｇ 

 

ケタミン    5.044g 

ケタミン注射液 223ml 
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乾燥大麻       151.127ｇ 

大麻草     5株 

 

（２）鑑定 

  ①業務概要 

薬物犯罪の捜査において、当該犯罪を立証するため最新の機器を使った鑑定を行

っており、科学捜査の中核となる重要な業務です。 

鑑定の主な業務は、 

ア 押収した薬物の定性分析及び定量分析 

イ 生体試料（尿・汗）からの規制薬物の検出及び定性分析 

ウ 薬物の使用歴を判定するための毛髪鑑定 

エ 信頼性の高い鑑定手法の開発や新たな規制薬物の鑑定方法の研究 

    です。 

 

（３）正規麻薬等の指導・監督 

  ①業務概要 

ア 許認可 

麻薬、向精神薬等は、その使用方法を誤ると危険な薬物ですが、その一方医

療に不可欠な医薬品としての有効性を持っています。そこで、これら薬物の使

用及び流通を正当な目的（医療及び学術研究）に関するもののみに限定し、そ

の取扱者を免許、許可、届出制とし、適正な取扱を行うべく不正ルートへの横

流し等を無くし国民の健康被害を未然に防止しています。これらの書類審査や

現場確認等の業務を行っており、中には外国政府宛の事前通報や外国政府から

の事前通報に対する回答事務もあります。 

    

イ 立入検査 

正規流通医薬品である麻薬、向精神薬、覚せい剤及び原料については、正規

流通を確保しつつ横流し等を防止するため取扱施設に対し各県とも協力しなが

ら立入検査を行い、これらに対する指導・監督を行っています。 

 

 

  ②業務実績 

ア 許認可件数 

    ・ 麻薬関係                    ９９件 

    ・ 向精神薬関係                  ２１件 

・ 麻薬向精神薬原料関係               ８件 

・ あへん関係                    ２件 

・ 覚せい剤関係                  １３件 

  計                    １４３件 

 

イ 立入検査 

・ 麻薬関係               違反業務所：７４件 

   麻薬卸売業者        １０件 

   麻薬小売業者        ２９件 
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   病    院        ３８件 

   一般診療所         ３７件 

飼育動物診療施設       ７件 

計          １２１件 

 

・ 向精神薬関係             違反業務所：１１件 

   向精神薬卸売業者      １０件 

   免許みなし薬局       ２７件 

   病    院        ３８件 

   一般診療所         ３７件 

飼育動物診療施設       ７件    

計          １１９件 

 

・ 覚せい剤関係             違反業務所：１件 

   覚せい剤原料取扱者     １０件 

   薬    局        ２７件 

   病院・一般診療所      ７５件 

飼育動物診療施設       ７件    

計          １１９件 

 

 

（４）薬物中毒者対策 

  ①業務概要 

麻薬中毒者に対して麻薬取締員等と協力し、再び中毒や乱用に陥らないよう相談

に応じるとともに必要な指導を行っています。 

また、薬物相談業務に携わる関係機関（精神科の医師、各県、保健所職員等）と

の連絡会議を開催し、相談業務の充実、連携を図っています。 

更に「麻薬・覚せい剤相談電話」（ＴＥＬ０８７－８２３－８８００）を設置

し、麻薬の等乱用者の家族などからの相談に応じています。 

 

 

（５）薬物乱用防止啓発活動 

  ①業務概要 

ア 薬物乱用防止教室等への講師派遣 

薬物乱用を阻止するためには新たな乱用者を作らない社会環境を構築する必

要があり、そのために薬物に手を出す前の青尐年に対する啓発指導として学

校、ＰＴＡ、各種団体等が主催する薬物乱用防止教室等に講師として職員を派

遣しています。 

 

イ 「ダメ。ゼッタイ」普及運動 

２０１９年（平成３１年）までに薬物乱用を根絶することを目指すとした

「新国連薬物乱用根絶宣言」の支援事業の一環として、官民一体となり国内外

における薬物乱用防止に資するための活動を行っています。 

平成２１年度運動期間：６月２０日～７月１９日 
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ウ 不正大麻・けし撲滅運動 

あへん法で「けし」、麻薬及び向精神薬取締法で「ハカマオニゲン」、大麻

取締法で「大麻」が規制されていますが、自生の大麻やけし等が薬物乱用者の

間で不正に流通し悪用されることのないようにするため、けしの開花時期や大

麻の成長期に合わせ５月１日～６月３０日の間不正大麻・けし撲滅運動を実施

し、ポスター、リーフレット等配付し、管内各県、保健所職員等と協力して不

正大麻・けしの発見・除去を行っています。 

 

エ 麻薬・覚せい剤乱用防止運動 

厚生労働省と各都道府県が共催して国民の薬物乱用防止に対する意識を深め

るため、地域団体を加え麻薬・覚せい剤乱用防止運動を行っています。 

平成２１年度運動期間：１０月１日～１１月３０日 
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１３ 社会保険審査官 

 

（１）社会保険各法による保険者が行う処分決定に係る不服申立の審査請求決定事務に

ついて 

①業務概要 

（ア）社会保険審査官は、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年金法

等に基づく審査請求事件（不服申立）について、社会保険審査官及び社会保険

審査会法の規定に基づいて審査事務を取り扱っています。 

（イ）平成２２年１月から社会保険庁が廃止されたことにより、四国厚生支局の社

会保険審査官が四国四県を管轄しています。 

これに伴い、審査請求の対象となる決定を行う機関や、審査請求の窓口も変

更になっています。（全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金などが

行った処分については、変更ありません。） 

 

 処 分 者 審査請求先 審査請求の窓口 

社会保険庁廃止前 

(～平成 21 年 12 月) 

社会保険庁長官 

社会保険事務局長 

社会保険事務所長 

社会保険審査官 

(社会保険事務局に配置) 

社会保険事務局 

社会保険事務所 

社会保険庁廃止後 

(平成 22 年 1 月～) 

厚生労働大臣 

日本年金機構理事長 

社会保険審査官 

(地方厚生(支)局に配置) 

地方厚生(支)局 

日本年金機構 

ブロック本部 

日本年金機構の 

年金事務所 

（注 本表は旧社会保険庁関連の処分について整理したものです。） 

 

②業務実績 

 

審査請求書の受付処理状況 

 

平成２１年度 

 

 平成２２年１月 平成２２年２月(累計) 平成２２年３月(累計) 

引継件数      ３８件 ３８件 ３８件 

受付件数       ８件 １０件(１８件) １７件        (３５件) 

決定件数       ２件 ６件( ８件) １５件(取下１件含) (２３件) 

残 件数 ４４件 (４８件) (５０件) 

 

 平成２２年１２月末 

旧社会保険庁対応分 

平成２２年１月以降 

四国厚生支局対応分 
２１年度末件数 

受付件数 １１４件 ３５件 １４９件 

残 件数 ３８件(引継件数) １２件 ５０件 
















































